
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
指
定
納
付
受
託
者
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                   

二
六
八 

○
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件                         

二
六
八 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件                                       

二
六
八 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件
二
件                                     

二
六
八 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件                                               

二
六
九 

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件                                                   

二
七
〇 

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
件                                     

二
七
〇 

　公

　告 

○
地
方
税
法
に
よ
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
件                               

二
七
一 

○
河
川
整
備
計
画
を
変
更
し
た
件                                                 

二
七
一 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
寄
附
金

の
納
付
事
務
に
係
る
指
定
納
付
受
託
者
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
八
年
六
月
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　指
定
納
付
受
託
者
の
名
称 

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト
バ
ン
ク 

二

　変
更
事
項 

事
務
所
の
所
在
地 

（
変
更
前
）
東
京
都
品
川
区
上
大
崎
三
丁
目
一
番
一
号 

（
変
更
後
）
東
京
都
港
区
北
青
山
二
丁
目
十
四
番
四
号 

（
税

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号 

　地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
に
関
す
る
事
務
を
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
（
同
条
第
二
項
の
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
託
し
た
。 

令
和
八
年
六
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称 

社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会 

二

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地 

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁
目
六
番
地
二 

三

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定
し
た
日 

令
和
七
年
四
月
一
日 

四

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
等 

１

　保
育
士
登
録
申
請
手
数
料 

２

　保
育
士
登
録
証
書
換
え
交
付
手
数
料 

３

　保
育
士
登
録
証
再
交
付
手
数
料 

五

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 

（
子
育
て
支
援
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
村

土
地
改
良
区
か
ら
令
和
八
年
五
月
二
十
六
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年
六

月
九
日
認
可
し
た
。 

　
　令
和
八
年
六
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
神

谷
地
区
に
係
る
県
営
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
農
地
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
一
般
型
）
）
を
行

う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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令
和
八
年
六
月
十
七
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 

同

　
　年
七
月
六
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

い
わ
き
市
役
所 

四

　そ
の
他 

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と

し
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
西

真
野
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
土
地

改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
八
年
六
月
十
七
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 

同

　
　年
七
月
六
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

南
相
馬
市
役
所 

四

　そ
の
他 

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と

し
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
令
和
八
年
六
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
六
月
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
喜
多

喜
多
方
市
山
都
町
小
舟
寺

変
更
前

　

 

Ａ

　一
一
・
五
～

　
　四
九
〇
・
〇 

方
西
会
津 

字
蛇
崩
三
五
一
四
番
一
四

 

　
　
　三
一
・
五 

 

線

　
　
　

 

地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　

 
 

 
 

同

　
　市
山
都
町
小
舟
寺

 
 

 

字
杉
ノ
巻
乙
二
六
〇
八
番

 
 

 

六
地
先
ま
で

　
　
　
　
　

 
 

 

喜
多
方
市
山
都
町
小
舟
寺

 

Ｂ

　
　九
・
〇
～ 

　
　七
〇
〇
・
〇 

字
杉
ノ
巻
乙
二
六
〇
八
番

 

　
　
　三
七
・
一 

 

六
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 
 

 
 

同

　
　市
山
都
町
小
舟
寺

 
 

 

字
南
長
峯
乙
二
六
六
六
番

 
 

 

一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　

喜
多
方
市
山
都
町
小
舟
寺

変
更
後

　

 

Ａ

　一
一
・
五
～

　
　四
九
〇
・
〇 

字
蛇
崩
三
五
一
四
番
一
四

　
　
　七
七
・
〇 

 

地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　

 
 

 

同

　
　市
山
都
町
小
舟
寺

 
 

字
杉
ノ
巻
乙
二
六
〇
八
番

 
 

六
地
先
ま
で

　
　
　
　
　

 
 

喜
多
方
市
山
都
町
小
舟
寺

Ｂ

　
　九
・
〇
～ 

　
　七
〇
〇
・
〇 

字
杉
ノ
巻
乙
二
六
〇
八
番

　
　
　四
一
・
三 

 

六
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 
 

 

同

　
　市
山
都
町
小
舟
寺

 
 

字
南
長
峯
乙
二
六
六
六
番

 
 

一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　

 
 

喜
多
方
市
山
都
町
小
舟
寺

Ｃ

　
　九
・
〇
～ 

一
、
一
〇
〇
・
〇

字
蛇
崩
三
五
一
四
番
一
四

　
　
　七
七
・
〇

地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　

 

同

　
　市
山
都
町
小
舟
寺

字
南
長
峯
乙
二
六
六
六
番

一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 
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福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
令
和
八
年
六
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
六
月
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
喜
多

喜
多
方
市
豊
川
町
米
室
字

変
更
前

　

 

Ａ

　一
一
・
三
～

　
　
　五
四
・
〇 

方
会
津
坂

道
端
五
五
七
七
番
五
地
先

 

　
　
　二
一
・
五 
 

下
線

　
　

 

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
 

同

　
　市
豊
川
町
米
室
字

 
 

 

道
端
五
五
四
〇
番
九
地
先

 
 

 

ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　 

 
 

喜
多
方
市
豊
川
町
米
室
字

 
Ｂ

　
　二
・
〇
～

　
　
　五
五
・
〇 

道
端
五
五
七
四
番
九
地
先

 
　
　
　
　二
・
四

 

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

同

　
　市
豊
川
町
米
室
字

 

道
端
五
五
四
〇
番
九
地
先

 

ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

喜
多
方
市
豊
川
町
米
室
字 

変
更
後

　

 

Ａ

　一
一
・
三
～

　
　
　五
四
・
〇

道
端
五
五
七
七
番
五
地
先

　
　
　二
一
・
五

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　市
豊
川
町
米
室
字

道
端
五
五
四
〇
番
九
地
先

ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
令
和
八
年
六
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供

用

開
始

の

期
日

県
道
喜
多
方
会
津
坂
下

喜
多
方
市
豊
川
町
米
室
字
道
端
五
五
七

令
和
八
年
六
月
一
六
日

　

線

　
　
　
　
　
　
　
　
七
番
五
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　市
豊
川
町
米
室
字
道
端
五
五
四

〇
番
九
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号 

　急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

１

　急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
名
称 

追
越 

２

　急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
表
示 

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
一
点
か
ら
二
六
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
二
六
点
と
一

点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域 

石
川
郡
浅
川
町
大
字
染 

　
　字
追
越
七
六
番
一

　
　
　
　
　
　
　
　一
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
七
秒
〇
三
一
八 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
一
秒
二
七
〇
一 

　
　
　
　
　三
〇
二
番

　
　
　
　
　
　
　
　二
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
七
秒
二
二
〇
五 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
一
秒
二
二
四
二 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
七
秒
五
〇
六
九 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
〇
秒
九
一
三
二 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　四
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
七
秒
八
九
四
二 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
一
秒
三
一
五
三 

　
　
　
　
　三
〇
一
番

　
　
　
　
　
　
　
　五
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
八
秒
一
〇
四
一 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
一
秒
二
一
六
六 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　六
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
八
秒
三
五
三
五 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
一
秒
五
五
二
三 

　
　
　
　
　三
〇
〇
番

　
　
　
　
　
　
　
　七
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
八
秒
八
六
五
九 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
一
秒
六
六
三
九 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　八
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
九
秒
一
一
〇
九 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
一
秒
三
一
六
九 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　九
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
九
秒
四
〇
九
二 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
〇
秒
六
一
一
八 
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　一
〇
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
九
秒
五
六
〇
二 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
四
九
秒
九
九
三
二 

　
　
　
　
　二
九
七
番

　
　
　
　
　
　
　一
一
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
九
秒
七
七
九
八 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
四
九
秒
八
九
一
五 

　
　
　
　
　二
九
九
番

　
　
　
　
　
　
　一
二
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
四
一
秒
一
四
三
八 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
一
秒
七
五
五
五 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一
三
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
四
一
秒
一
五
九
九 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
二
秒
四
二
七
七 

　
　
　
　
　二
九
〇
番
三

　
　
　
　
　
　一
四
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
四
二
秒
〇
三
三
九 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
三
秒
九
八
一
三 

　
　
　
　
　
　九
八
番
二

　
　
　
　
　
　一
五
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
四
一
秒
八
五
一
九 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
四
秒
三
一
六
六 

　
　
　
　
　
　九
七
番

　
　
　
　
　
　
　一
六
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
四
一
秒
八
三
八
四 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
四
秒
五
四
九
八 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一
七
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
四
一
秒
一
九
九
二 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
四
秒
〇
一
〇
四 

　
　
　
　
　
　九
二
番

　
　
　
　
　
　
　一
八
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
四
〇
秒
八
一
六
一 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
三
秒
〇
四
三
四 

　
　
　
　
　
　八
七
番
一

　
　
　
　
　
　一
九
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
四
〇
秒
〇
七
八
九 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
二
秒
七
六
〇
〇 

　
　
　
　
　
　九
一
番

　
　
　
　
　
　
　二
〇
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
九
秒
九
七
三
一 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
二
秒
四
三
六
八 

　
　
　
　
　二
九
九
番

　
　
　
　
　
　
　二
一
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
九
秒
六
六
七
九 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
二
秒
二
三
六
三 

　
　
　
　
　
　八
七
番
一

　
　
　
　
　
　二
二
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
九
秒
五
六
一
三 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
二
秒
四
〇
四
七 

　
　
　
　
　
　八
五
番

　
　
　
　
　
　
　二
三
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
九
秒
二
三
一
六 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
二
秒
二
七
八
一 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
四
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
八
秒
九
九
三
四 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
二
秒
四
七
七
三 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
五
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
八
秒
三
三
〇
二 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
二
秒
四
七
三
三 

　
　
　
　
　
　七
六
番
一

　
　
　
　
　
　二
六
点

　
　
　北
緯
三
七
度
〇
五
分
三
七
秒
二
六
五
七 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
経
一
四
〇
度
二
三
分
五
一
秒
八
二
〇
二 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
砂

　防

　課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
百
三
十
九
号 

　地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。 

　
　令
和
八
年
六
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

 
 

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所 

 

氏
名
又
は
名
称 

代
表
者
の
氏
名 

 

指
定
取
消
年
月
日 

の
所
在
地

　
　
　
　
　
　
　

カ
ネ
マ
ン
石
油
株

菅
原

　功 

い
わ
き
市
小
名
浜
字
林
ノ
上

令
和
八
年
三
月
三
一

式
会
社

二
四
七
番
地

日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
税

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
百
四
十
号 

　河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
級
河
川
阿
武
隈
川
水
系
福
島
圏
域
河
川
整
備
計
画
及
び
一
級
河
川
阿
武
隈

川
水
系
二
本
松
圏
域
河
川
整
備
計
画
を
変
更
し
た
。 

　こ
の
変
更
に
係
る
関
係
書
類
を
福
島
県
土
木
部
河
川
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　河
川
整
備
計
画
の
名
称

　一
級
河
川
阿
武
隈
川
水
系
福
島
圏
域
河
川
整
備
計
画 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一
級
河
川
阿
武
隈
川
水
系
二
本
松
圏
域
河
川
整
備
計
画 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
河
川
計
画
課
） 
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